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第

請
求
の
趣
旨
に
対
す
る
答
弁

原
告
ら
の
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る

訴
訟
費
用
は
原
告
ら
の
負
担
と
す
る

と
の
判
決
を
求
め
る
。

な
お
、
仮
執
行
の
宣
言
は
相
当
で
な
い
が
、
仮
に
仮
執
行
宣
言
が
付
さ
れ
る
場

F

合
に
は
、
担
保
を
条
件
と
す
る
仮
執
行
免
脱
の
宣
言
を
求
め
る
。

第
二

請
求
の
原
因
に
対
す
る
認
否

事

実

関

ぺ

調

査

中

に

つ

き

、

認
否
が
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
追
っ
て
認
否

す
る
。
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